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「カキンパ！」販売開始！！ 

  ＳＴＶ札幌テレビ放送協力のもと、本校の生 

徒と生活協同組合（ＣＯＯＰ）が共同開発した商 

品「カキンパ！」が、１１月１６日（木）から販売 

開始されました。 

  「カキンパ！」は、韓国風海苔巻きのキンパという料理をアレンジしたもので、具の中に牡蠣が入っていま 

す。３年生の調理コースの生徒が、６頃からＣＯＯＰの担当者と打合せし、試行錯誤を重ねて準備してきまし 

た。現在ＣＯＯＰで、３９８円（税抜）でお買い求めいただけます。ぜひ一度、ご賞味ください。 

  

 

 

後期体育大会お茶配布 １２月９日（金）に行われる後期体育大会で、毎年ＰＴＡから、頑張っ 

ている生徒たちに差し入れとして、お茶配布を行っています。生徒にお茶を配布するのに、１０名ほどお手 

伝いが必要になります。時間は、１２時ごろから３０分程度を予定しております。ご協力いただける方は、 

別に配布する参加申込書に必要事項を記入し、ご提出ください。お手伝いいただいたＰＴＡの皆様には、体 

育大会で活動している生徒の様子も見ていただけます。お忙しい中ですが、ご協力を宜しくお願いします。 
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スマートフォンに関する生徒アンケートの結果 

 １０月２日（月）に、本校の生徒にスマートフォンに関するアンケートを行いました。その結果、スマート 

フォンの利用についていくつか問題点が見えてきましたので、保護者の皆様と共有したいと思います。 

 近年、「SNSトラブル」や「スマホ依存症」、「闇バイトの勧誘」、「出会い系サイト」、「投げ銭」など、スマ 

ートフォンの利用について様々な危険性が指摘されています。この機会にスマートフォンの使い方や危険性な 

どについて、ご家庭でも話し合ってみてください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【携帯電話の使用について】 

１．利用時間 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２．携帯電話の使用について保護者との約束事があるか 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３．携帯電話の主な利用機能 

 

 

 

生徒のスマホ依存が危惧される状態となっています。休日においては約 70％の生徒が５時間以上の使用となって

おり、放課後や休日の過ごし方を考えさせる必要があるかもしれません。これだけ利用時間が長いと、学習に影響が

出ている生徒もいると考えられます。 
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保護者との約束

１学年 ２学年 ３学年

 スマホを長時間利用する

生徒が多い中で、ルールや利

用制限を設けていない家庭

が多い現状は、生徒が事件や

犯罪、トラブルに巻き込まれ

る危険性が高いと考えらま

す。今一度、学校でスマホの

危険性をしっかりと教育し

ていくとともに、家庭でもス

マホの使用頻度やルールに

ついて、考えてもらう必要が

あるかもしれません。 

１学年は LINE、ゲーム、動画配信、２学年は LINE、

ゲーム、Instagram、３学年は LINE、Instagram、ゲ

ーム、動画配信、といった利用順位となっています。   

この利用実態を保護者と共有し、どのようなトラ

ブル、事件に巻き込まれやすいかを考える必要があ

ります。そして、学校と家庭で連携し、生徒をトラ

ブルや事件から防ぐための教育や取り組みについ

て考え、実施していく必要があると思われます。 


